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【総務課長】皆様、本日は大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

只今から、第4回首都高速の再生に関する有識者会議を開催させていただきます。本日、本委員会

の司会をさせていただきます道路局総務課長の樺島と申します。それでは、開会にあたりまして羽

田国土交通大臣より一言ご挨拶申し上げます。大臣よろしくお願いいたします。 

 

【羽田大臣】おはようございます。国土交通大臣を拝命いたしました、羽田雄一郎でございます。

今日は4回目ということで、大変お忙しい中、三宅座長をはじめ、委員の皆様方にはご多忙の折、

首都高速の再生に関する有識者会議にお集まりをいただきましてありがとうございます。首都高速

は東京オリンピックにあわせ、緊急的に整備されてから既に半世紀近くが経過をしております。老

朽化が進みつつある首都高速の再生は、重要な課題であると認識をさせていただいております。と

りわけ、首都直下型地震を想定した際、国民の安心と安全を守るために、首都高速がどうあるべき

かという観点から、検討が不可欠であるというふうに考えております。当委員会は今回4回目を迎

えますけれども、四月に設置されて以来、現地視察も含め、精力的にご議論いただいていると感謝

をさせていただきます。本日も是非活発なご意見をお願いするとともに、皆様方の英知を結集して

いただいて首都高速の再生についてご意見をとりまとめていただきますよう心からお願いをさせ

ていただきます。本日はありがとうございます。 

 

【総務課長】ありがとうございました。本会議は、公開にて開催させていただき、前回同様、イン

ターネットライブ中継をさせていただくこととしてございます。なお、それ以外の報道カメラは頭

撮りのみとさせていただきます。それでは、報道の方の頭撮りはここまでとさせていただきますの

で、ご協力をお願いいたします。カメラ以外のマスコミ関係の方はそのままお残りいただいて結構

でございます。なお、国土交通大臣は、所用につき、ここで退席させていただきます。 

それでは、まず最初に、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。上から、配席

図、議事次第とございまして、資料 1「委員名簿」、資料 2「首都高速の再生に関する主な検討事

項（案）」、資料 3-1「都市環境の改善について」、資料 3-2「今後の首都の交通戦略について」、資

料 3-参考資料、資料 4「財源についての提案（ロータリークラブ提出資料）」、資料 5「「首都高速

道路構造物の大規模更新のあり方に関する調査研究」における検討状況（首都高速道路(株)提出

資料）」、資料 6「今後の検討の進め方（案）」以上、資料は 8種類でございます。漏れている資料

がございましたらお知らせ下さいますようお願いいたします。なお、本日は、委員全員のご出席

をいただいております。それでは、以後の議事の進行は石田副座長にお願いいたします。石田副

座長よろしくお願いいたします。 

 

【石田副座長】おはようございます。石田でございます。今回より、三宅座長のご意向により、

進行を務めることとなりました。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速議事に入りた
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いと思います。本日は、「首都高速の再生の必要性及び基本戦略策定に向けた論点整理」について

事務局より説明をいただいた後に、ロータリークラブの木村委員より、「財源についてのご提案」

の説明をいただきます。その後、首都高速道路株式会社より「構造物の大規模更新のあり方に関

する検討状況」についてご報告をいただきたいと思います。時間も限られておりますので、全て

の説明が終わり次第、まとめて委員皆様のご意見等をいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。それではまず始めに事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

【事務局】それでは事務局の方からお手元にお配りをさせていただいております資料 3-1、3-2

を用いまして、前回からの議論を深めていただければと思います。 

その前に資料 2を見ていただけたらと思います。資料 2は前回からお示しをさせていただいて

おります、首都高速の再生に関する主な検討事項（案）でございます。今までここでご意見出し

ていただいた意見を整理し、項目を整理させていただきました。大きな項目としては、Ⅰ「首都

高速の再生の必要性」の議論があります。そしてその後、Ⅱ「首都高速再生の基本戦略策定に向

けた論点」といった論点整理をさせていただいているところでございます。今日はそのうちの 3

ポツと 4 ポツの都市環境の改善という視点、さらには、今後の首都の交通戦略との連携という視

点でご議論を深めていただければということでございます。今後、Ⅲにございます、再生の具体

的な将来像、そして、Ⅳで、それを進めていくための仕組みのご議論を進めていただきまして、

全体の方向付けをいただければということでございます。 

今日はこの赤の枠で囲ませていただきました、3ポツ 4ポツについての資料の準備をさせてい

ただきました。その資料が先ほど紹介した、資料の 3-1、3-2 でございます。まずは資料の 3-1

ということで、都市環境の改善という視点で御議論をしていただければと思います。 

一枚めくっていただきますと、1ページ目でございます。今までご意見をいただいている内容

を少し整理をさせていただきました。①でございますが、美しい東京をつくるために、引き算を

含めて整理をするというデザインの原点に戻っていただきたいというご意見がありました。さら

には③、電柱などまだまだ道路上に残るので、同時に考えていくべきだろうという意見。あるい

は④で首都高速が登場した当時、実は世界的にもモダニズムの最先端として扱われていたという

ことをよく考えていけば、今後どうすべきかというところが、自ずと見えてくるのではないかと

いうこと、等々のご意見が寄せられていたというふうに記憶しております。 

次のページでございます。先ほどのご意見を少し補足する形でデータを整理させていただきま

した。首都高速が急ピッチで建設された東京オリンピック当時のインフラ整備、日本のインフラ

整備というのがどういう状況だったかというものでございます。下の右の表でございます。昭和

40 年と現在の道路・交通環境の比較を見ていただければ、東京、その当時でも一般道路の舗装率、

3 つ目の欄でございますが、50％。その当時、全国では舗装率約７％という状況が昭和 40 年代に

あったわけでございます。現在では右枠にございますように大きな改善が行われておりますし、

左側の写真を見ていただきましても、東京の数寄屋橋の様子ということでございます。車線の形

も無く、自動車あるいは電車、歩行者が輻輳して町中で混在するという様子が写真で見てとれる

ということでございます。 

3 ページをめくっていただきますと、先ほど世界的にもハイカラなということをご紹介させて

いただきましたが、その当時のソ連の映画の場面でも出てきてということでございます。ニュー
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スの記事でも、オトギの国のプロムナードというような形で紹介がされていたということでござ

います。 

4 ページ目でございます。そうはいいながらも、その後、世界的にはいろんな都市環境の改善

が図られております。例えばドイツのデュッセルドルフ、中国の上海、ソウル、さらには日本の

札幌、アメリカのシアトルといったところでも、様々な都市環境の改善が行われてきているとい

うことで、そういったところも頭に入れながらのご議論をしていただきたいということでござい

ます。 

5 ページ目でございます。創成川の例を一つ追加させていただいております。左の下の方、整

備前後の側面図というのを見ていただければよく分かるかと思うのですが、それまで 2 つのアン

ダーパスの間の地上にあった道路について、真ん中のアンダーパスでつなげることで、その空い

た空間を上の方でございます、少しこの寂しい川の風景が、きれいな都心の川に生まれ変わった

ということになってございます。 

6 ページ目でございます。そういった都市環境の改善というのを、上の文章にございます、首

都高速の再生によりまして、景観の改善あるいは水辺空間の再生あるいは沿道環境の改善、空間

の複合利用といったところを目指していくということが必要なのではないかということがよせら

れていたのかなと思います。 

7 ページ目でございます。これは首都高と日本橋の写真でございます。右にございます、この

ちょっと古いビル、これは野村證券の本社ビルでございます。昭和 5 年の竣工といわれておりま

すし、また日本橋のさらに首都高の向こう側にございます、三越の本店、昭和 2 年あるいは昭和

4 年に竣工して重要文化財に指定されているエリアでの景観をどういう形でみていくのかという

ことでございます。右側の色で塗られている絵のところでございますが、実際には江戸時代から

この東京には堀もたくさん巡らされておったわけですが、実際の戦災復興でこのオレンジのところが埋め

立てられ、更には首都高が川の上を走るという緑の部分でございます。かなりの部分を覆ってしまったと

いう状況にございます。 

8ページ目にございます。これはコシノ委員から何度か言われておりますが、日本橋と六本木でございま

す。これはＣＧで、もし首都高がなかりせばということの写真を整理させていただきました。日本橋の上に首

都高がなければこういう形に見える。六本木も首都高がなければこういうかたちのビル街に見えるということ

でございます。と言いながらもまだやはり首都高だけが景観を悪くしているというわけではございませんで、

次のページのように電線の地中化といったことも併せて、整備していくことが大事ではないかということでご

ざいます。 

まだ、首都圏や、東京の部分では無電柱化も進んではおりますが、全国的にはまだ、という中で、23区

の無電柱化率は、この表を見ていただきますように、約４割程度ということでございます。 

 10ページで、そういう景観の他にも沿道環境、実は騒音について達成率という意味ではなかなか進捗し

ておりません。左上の折れ線グラフを見ていただくと40％、さらにはその下で大気汚染は88％。大気汚染

についてはかなり東京都の取組みもあって改善しておりまして、それについては、かなりの部分のところで

達成という状況でございます。 

11ページ目でございます。空間の複合利用ということで事例を整理させていただきました。例えば、商業

地域ということでいえば、上の緑色のところで②、大橋JCTという、先般現地を見て頂いた場所。あるいは公

共交通という意味では後ほどご紹介をさせて頂きますが、環状６号線という、山手通りとその下で新宿線と
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地下鉄大江戸線を一体的に整備しているという事例。さらには、公園緑地という意味合いでは、さきほど見

て頂いた③でございますが、札幌の創世川というところでの説明、あるいはライフラインという共同溝との一

体整備という、そういったものもございます。そういった事例もこの後紹介させて頂きます。 

12 ページをめくっていただくと、中央環状線と地下鉄大江戸線を一体的に整備した 3.5ｋｍがございま

す。ちょうど中野坂上の周辺で、右に断面図がございますが、大江戸線の中野坂上の駅が山手通りの直

下にございます。その下に新宿線が入り一番下に大江戸線が入っているという一体整備を行ってきてい

るところでございます。 

13 ページ、これはさらに長手方向に見ますと、さきほど重複区間前後では、中央環状新宿線が、地下

鉄をかいくぐって、実際には整備がされてきていて非常に厳しい状況も東京の中にはあるのだということ

をご理解頂ければと思います。実際にはその下の漫画にございますように上下水、電気ガスが道路の下

に埋まっている、それを吊り、防護しながらそういったものをかいくぐっていく工事が必要になってくるとい

うことでございます。 

14 ページ、これは共同溝と地下歩道を一体的に整備した事例でございます。まだこれは、全体が竣工

しているわけではございますので、平成 25 年度には全体が完成すると聞いておりますが、日本橋のコレ

ドのところ、あるいは三越の駅の周辺、この一番下の写真を見ていただければ、確かにこんなところがあ

ったねというふうに思っていただければと思います。ビルと横のビルの連絡がなかなか十分しっかりと図ら

れていない。バリアフリー化されていないということ。更には右の写真にございますように、ビフォーアフタ

ー見ていただきましても非常に狭い道路がようやく広くなってきているという状況がございます。 

15 ページ目、これは地下利用という意味では、虎ノ門の共同溝の立坑を使いながら、今複雑に入り組

んでいる虎ノ門の駅がきれいになるという将来図でございます。左側のビフォーに関して、現在でもありま

すが、非常に狭い地下通路の中で虎ノ門の駅を利用頂いているわけございますが、右側の漫画に描か

れておりますような、ちょうど平成24年度以降から逐次完成をして、最終的には虎ノ門の駅に地下広場が、

大きな広い広場が平成 29 年頃にできるというふうに聞いております。 

まとめということでございます。16 ページをめくっていただければと思います。今までご議論頂いたもの

を少し、更に追加した形で整理させていただきますと、建設当時の状況というのは、①にございます首都

高速を急ピッチで建設した当時ということで、インフラ整備が十分まだ追いついていなかった状況があっ

たということ、加えて②で、当時としては、首都高速の先進都市の象徴となるような道路と位置づけられて

いたということでございます。今日的な視点、意味合いで①のところでございます。現在の首都高速が世

界をリードする首都東京の大動脈の姿としてふさわしいのかどうかという再検討が必要であるということ。

今後の方向性としましては、①、都市環境の面からも、単なる更新に止まらない首都東京にふさわしい再

生を考えていくべきはないかということ。②、更には、現在の首都高速が撤去された場合、飛躍的に周辺

の環境改善が期待されるわけでございますが、看板の整理、あるいは電線類の地中化いったようなもの

の一体的なケアということが必要になってくるのかなと。③でございます。さらに地下化をしていくときには

当然都市機能との向上といったものも当然期待しながらの事業を進めていくということでございます。 

資料の 3-2 をめくっていただきたいと思います。先ほどの論点の視点として今後の首都の交通戦略と

の連携と言う視点で、東京圏の交通の現状といったようなところをデータを整理しました。 

まず、表紙をめくっていただいて１ページ目でございます。今までのこの委員会でいただいているご意

見を整理しました。①でございます。実際に都市の中には、東京の中には道路以外に、鉄道、非常に大

きな役割を果たしている機関がございます。そういったものを併せてコントロールするという考え方も入れ
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ながら、検討するべきではないかということ。②にございます、3 行目でございますが、実際に大きな巨大

なコンテナ車というものは、都心を通っているという、そういったことの現状を踏まえて今後を考えていかな

くてはならない。③、1 行目の東京外環や中央環状品川線が整備されることによって、都心の交通事情が

一変するということもあって、そういったことを踏まえて 2 行目以降、都心環状線が将来に渡って必要なの

かも含めて、首都高速のあり方を見直すという論点を考えていくことが必要ではないかと言われておりま

す。④、都心環状線の必要性についても、その部分をよく考えてほしいと言われております。 

2 ページ目で、東京圏の現状からでございます。既にもう各委員ご存じのところでございますが、現状、

将来におきましても都市圏の人口は、世界一の都市とされております。その結果右下にございます、都

市別の平均通勤時間というのを見て頂きましても非常に日本の大都市圏へ通勤されている方、非常に苦

渋を強いられているというのが、見て取れるのではないかと思います。関東 80 分通勤で日本を支えてい

るというところでございます。 

次は 3 ページでございます。これは、非常に皆さんよく感覚的にご存じだと思います。昼と夜の人口の

差でございます。右側の表を見ていただきますと、東京の中心部の昼夜率が 6.7 倍というところでござい

ます。いかに昼に皆さんが周辺から集まってくるということでございます。ロンドン 2.7 倍、パリ 0.7 倍、ＮＹ

1.2 倍、ということを考えればいかに大量の交通が発生しているということが見て取れるのではないかと思

います。 

4 ページ目でございます。それを担っているのが、東京の場合は公共交通、鉄道網でございます。①、

②の文章にございますように、公共交通網が交通手段のシェアの半分を占めております。下のカラフル

な棒グラフを見ていただきますと、東京区部 50％が公共交通で担われている、自動車の部分が 10％とい

うことで、諸外国に比べていかに少ないかということが見て取れるのではないかと思います。これは一つ

雑学程度の議論になるのかもしれません。4 ページの右上のグラフを見ていただきますと、東京の鉄道に

おける地下鉄、私鉄、ＪＲ、899ｋｍ、ちなみに国道、都道だけで 1059ｋｍということでこのエリアに占める鉄

道、道路の延長は非常に似通っている割合にあると、このぐらいのネットワークが東京に張り巡らされてい

るということでございます。 

次のページでございます。自動車交通が担っている部分がわずかであるということでしたが、それが何

なのかと見て参りますと、この左側のグラフにございます、業務交通の部分に車が分担をしている部分が

あるということでございます。業務で荷物を運んだりするときには当然車を使わざるを得ないということで、

東京と実際の経済活動を行っていく上で、最低限の車としてこういうものが使われていると、逆にそういう

意味ではこの上にございます、通勤・通学、帰宅の６割のほとんどの部分が公共交通ということで、世界

的に見ても、最大スリム化がされた公共交通、自転車交通の分担なのかなということでございます。 

6 ページ目、これは参考程度のデータでございますが、その結果、自動車の保有台数全国平均の半

分以下、②にございます、自家用乗用車の約 7 割は実は全く動いていないという状況にあるということで

ございます。 

７ページ目をめくっていただきたいと思います。エリア毎で当然、道路の使われ方が違うであろうという

ことでございますが、左側の少しこのカラフルな絵を見ていただきますと、都心 10 ㎞については、

ほとんど動いている車はタクシーが 58％、貨物等が 22％、更にそれが都心よりも離れるに従って

若干貨物が増えてくるというような状況でございます。そのうちの高速道路を利用している状況

を見ていただきますと、右側の地図でございます。特にピンク色の都心から長距離移動される方々

の小型車が 69％、大型車が 52％、大型車は半分しか逆に高速道路を使っていないということにな
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ります。残りがこの東京の大都市の中の幹線道路に紛れ込んでしまっているということでござい

ます。 

8ページ目をおめくりいただきたいと思います。これは23区内の渋滞量でございます。左側のグ

ラフで、青が平日、赤が休日ということでございまして、青の平日の混雑時間帯を見ていただけれ

ば、朝夕さらには業務の交通にピークが立ちます始業以降夕方までの間、渋滞があらゆるところで

発生しているというのが見てとれると思います。 

9ページ目、これは首都高速でございます。首都高速の渋滞も同様で、平日におきましては朝と

夕というところで渋滞が発生するということでございます。棒グラフが立っているところを見てい

ただければ見てとれると思います。さらにはそれが都心環状周辺で渋滞が発生しているというのが

右のグラフで見て分かると思います。 

10ページ目でございます。実際その首都高速、都心環状をどのような形で皆さんに使っていただ

いているかというところでございます。実際にはこの左側の漫画の地図にございますように、かな

りの部分が都心3区を通過する交通が紛れ込んでいるということでございまして、今後の議論を考

えていく上で、どうするかという極めて大きなポイントになります。更に左下の棒グラフでござい

ます、都心の車種別割合でございます。大部分がやはり乗用車、業務目的の乗用車。更に貨物車と

いうオレンジ色でございます。そういったものが10ページの時間帯別で見ていただきましても大半

が業務目的、貨物車が全体を占めている。実際に交通を分散させるとは言いながらも業務目的、貨

物車が大部分を占めていますので、大都市東京の経済活動を支えていく上でどう取り扱っていくの

かという非常に悩ましい問題でございます。 

11ページをおめくりいただきたいと思います。貨物車の利用状況でございます。国際化を進めて

いく上で、国際海上コンテナをいかに処理をするかということは避けて通れない課題ではございま

すが、この左側の日本地図を見ていただきますと、赤の絵でございますように、東京であげられた

海上コンテナは実は高速道路を使って日本各地に運ばれているということが見てとれます。加えて

右側の円グラフでございますが、あまり高速道路を利用されないまま、各地区にこのコンテナが運

ばれているという非常に厳しい環境が見てとれると思います。 

12ページ目をおめくりいただきたいと思います。その結果、この首都高速、特にどういう状況に

なっているかということでございますが、絵を見ていただきますと東京港、大井埠頭からあげられ

た海上コンテナが赤い部分、あるいは青い部分の線を使って運ばれていく。太い線の方がたくさん

通っているという意味合いでございますので、実際には国道１５号から国道４号や、国道６号、環

七、あるいはその他の一般道路を通って、東京を抜ける。青の部分は首都高の湾岸線、中央環状線

を使って日本の各地に運ばれて行くというようなルートが見てとれると思います。加えて首都高速

をその結果利用していないのが約６割、利用している方が約４割ということになっておりまして、

今後の都市環境の改善を考えていく上で、さらには日本の国際化、国際活動を支えて行く上での交

通をどうするかという両方を兼ねそろえた議論をしていただくことが必要です。 

13ページ目、それを支えるための大きな環状道路の整備につきましては、例えば一番この3本の

輪のルートの一番外側、私たちは首都圏中央連絡道路というふうに言っておりますが、概ね横浜か

ら海老名、八王子、あるいは埼玉の鶴ヶ島を経て、筑波、成田というところを繋げていく圏央道と

いうのを平成27年度には供用してまいります。さらには東京外かく環状道路、千葉の高谷JCTから

三郷等々を経て、というところについては平成27年度に供用、そして大泉から東名に関しては、事
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業を本格化させるということでございます。加えて中央環状という一番真ん中の首都高速道路でご

ざいます。中央環状品川線、平成25年度供用ということを目標としていますので、そういう意味で

は環状道路が平成25年度、27年度に出来上がってくるという非常に大きなターニングポイントにな

っているということでございます。 

14ページ目が交通量の変化を見たものでございます。これは平成42年、将来の交通量がどういう

ふうになっていくのか、環状道路が出来上がることによって将来の交通量がどのように変わってい

くのかというのが、色として整理をさせていただいております。赤の部分がこれは交通量が増える

であろう、青が減るであろう、当たり前なのですが、中央環状品川線が出来上がることによりまし

て、真ん中の環状道路を含む首都高速の交通量は減るであろうということが予想されております。 

さらに15ページ目、これは少し大胆な施策ではございますが、真ん中の部分が都心環状線がなか

りせばということで、交通量の試算をしてみました。中央環状品川線が出来上がって当然そういっ

たところにも負荷がかかってくる。当然周りの環状道路に交通が寄せられて、真ん中の車は非常に

大きく減ってくるということがあります。こういう風に強制的に迂回をする、あるいは流入規制を

するということ自身がいいのかどうかということも含めて、ご議論いただければと思います。 

ちなみに16ページ以降が、海外の取組みの状況を少しご紹介したものでございます。シンガポー

ル、イギリスのロンドン、スウェーデンのストックホルムといったところでこういうようなものが

実際に導入されております。 

17ページを見ていただければ、ロンドンのロードプライシングがございます。これはロンドンの

一番中心部でございますが、１回１日で10ポンド、だいたい1250円程度取られることになります。

これによりまして、バスの待ち時間等々が大きく減少したという風に報告されているところでござ

いますが、これについても市民からは色々このエリアは困るとかいう意見はまだ残っていると聞い

ております。 

18ページ、パリの市内、絵でございますように青い線で塗られている環状道路、パリフェリック

という自動車の環状道路がございますが、その環状道路の中側については貨物車7.5t以上の流入、

流出というものが規制されております。特に右側にございますこの絵を少し見ていただければ土曜

の夜から日曜日いっぱいということで、週末に流出入すべてが規制されているということ。さらに

は、パリ市内のこの貨物車の駐停車でございますが、大型車は24時間駄目、大きいセミトレーラー

も7時から22時が駄目、下から2つ目この青い漫画でございます。さらにはトラック自身が夕刻17時

から22時駐停車禁止ですということで、小さな車のみ入れます。そういう意味では上の文章に書い

ております環状道路周辺部に物流ターミナルを配置して、小型車でエリアの中に入って来れるとい

うそういう仕組にパリではなっているということでございます。 

19ページ目バンコクでも同様でございます。ここも非常に渋滞が激しいエリアでございますので、

特に都心のバンコクの中心部については流入規制が行われております。右側にございますような内

環状道路というこの青の線に囲まれたエリアについては、大型車について6時から21時まで流入禁

止ということになっております。特に写真にございます大きな10輪以上という、とは言いながらも

これは日本でも銀座あたりであちこち見受けられますが、こういったセミトレーラー以上のものは

一切入って来れないというのが、バンコクでも実際に行われておりまして、実際に平均速度が10㎞

から、15㎞から20㎞ぐらいに改善されたということが報告されております。 

20ページでございます。これはミュンヘンでも同様に中に入って来れないようにということで周
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辺に駐車場を整備して公共交通で都心部への流出入を図っているということです。 

21ページ、これ翻って実は東京の23区、東京の都心にも規制があること自身はあまり知られてい

ません。規制開始は昭和53年から都心の騒音振動の交通環境改善ということで行われて来ておりま

して、環七よりも中側に土曜の夜から日曜の朝まで入ってはいけませんというのが左側の貨物車の

標識で設置されているところでございますが、実際には有名無実になっているところがあるのかな

というところでございます。こういったものは確かに標識だけで取り締まれるものではございませ

んので、もう少しハードあるいはソフトの施策、合わせてやっていくことが必要なのかなというと

ころでございます。 

22ページ目でございます。今ご紹介していたものを少しまとめさせていただきますと、まず1点

目、東京の交通流動の特徴というのは非常に世界的にも特殊な交通流動でございます。非常に①の

大量の交通が実際に発生しておりますけれども、②に書いてございますように多くの交通が公共交

通によって捌かれている。自動車交通は唯一業務用目的という形の大きな役割を果たしている、と

いうことで、いずれにせよこの役割を消すというようなことはなかなかできないであろうというこ

とが前提であります。東京の自動車利用の特徴と課題というところで整理をさせていただきました

が、①、当たり前でございますが業務時間帯で渋滞が発生しているということ、②、首都高の都心

環状の利用に着目いたしましても通過交通が約6割、2行目にございます業務目的が約6割、貨物輸

送が約3割を占めているということ、③にございます東京港発着の国際コンテナの約5割が首都高速

を利用しておりません、加えて、そういったものが一般道路に入り込むということもございますの

で、首都高速道路利用の促進を図るという方法も必要になって参ります。今後の方向性ということ

を考えれば、①にございます、各委員からも常頃言われておりますが、今あります外側に位置する

環状道路の整備、これを最優先でまずは進めるべきであるというのが一つ。②でございますが、そ

うはいいながらもそういったことを踏まえた上で、1行目の終わりからございますように混雑の解

消、あるいは環境にも配慮しながら都心部への貨物交通をはじめとした流出入交通の抑制といった

ことを考えていくということも必要なのかと。加えて、そういったものを踏まえて③、最終的な結

論になりますが、首都高速の再生についてはこういったような様々な交通戦略、あるいは首都東京

の都市像、将来の都市像を併せて検討していただいた上での結論付けが必要なのかなということで

整理をさせていただきました。ちょっと長くなりましたが以上でございます。 

 

【石田副座長】はい、どうもありがとうございました。それでは続いてですね、ロータリークラブ

の木村委員より財源についての提案をお願いしたいと思います。 

 

【木村委員】木村でございます。では財源についての提案をさせていただきます。 

 では1ページ目お願いします。私どもは第1回目から主張いたしておりますとおり、基本方針とい

たしまして首都高の都心環状線を地下化する、これによりまして安全で安心で環境に良く文化価値

を回復して、首都東京の再生および日本の魅力と競争力の強化を実現して、ひいては日本経済の再

生につなげることを検討しているわけでございます。 

括弧内の説明をいたします。東日本の大震災を経験した想定外の災害、あるいは東京直下型の地

震等々の災害に強いこと、また交通車両にとって安全であること、また、今、都市環境の改善につ

いてご説明がありましたが、周辺環境の改善、また文化的景観の回復を実現すること、3番目に首
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都の交通戦略においても今ご説明があったとおりですが、交通の混雑を解消し、また空間の複合利

用等により利便性の向上、物流の円滑化を実現すること、こういったことを目的として、これから

一番の問題であろう財源についてのご提案をさせていただきます。 

2ページ目、お願いいたします。計画の概要でございますが、新都心線50.4kmを建設する、それ

に対して総建築費3.8兆円と試算いたしております。右の図で見ていただけるとわかるんですけれ

ども、橙色のところが新設するものでございます。黒の箇所ですね、真ん中の都心環状を中心にし

た黒の所は撤去するということでございます。緑の所は従来通りの線でございます。こういったこ

とをご提案させていただいているわけですけれども、考え方としましては、築40年を経過した老朽

化部分の高架構造物を撤去するということでございます。それから早急な建設ということを考えて

おりますので、用地取得軽減等を考慮すると道路等の公共施設の地下を通すということを考えてお

ります。また新設区間にはランプを21カ所建設いたしまして、そうしますと現在47カ所あるものを

28カ所に減少させるというふうに考えております。新しく建設する地下の高速道路の耐用年数は

100年というふうに考えております。いろいろと参考資料等々を検討して、池袋-新宿線の1,000億

円、また大橋-品川線の440億円を考えて、キロあたり道路建設費は756億円ということを想定させ

て頂いております。 

次のページです。財源についてでございますが、基本的な考え方は、首都高速の既存の債務、新

都心線の建設費用、追加補修費の合計9兆円でございますが、これを利用者の負担と民活活用で賄

うということが前提にいたしております。計算の前提は括弧の中で説明しているとおりでございま

して、収入は現行の首都高速道路株式会社の通行料収入計画を踏襲いたしております。また、借入

金利につきましては高速道路機構、これは独立行政法人高速道路保有・債務返済機構のことですけ

れども、これの収支予算計画を踏襲させて頂いております。将来金利は４％ということを前提にい

たしております。追加補修費といたしましては、昨今新聞等々で出ているとおり1兆円以上を一応

計上するということを考えてございます。真ん中の枠でございますが、左側のネズミ色のところで

債務・建設費でございます。まず新都心線の建設費は3.8兆円でございます。これは6ページでまた

追ってご説明いたします。それから既存の債務4.1兆円でございます。これは平成23年度末残高で

社会資本借入金0.3兆円を含んでおり、合計で4.1兆円を考えています。それから追加補修費につい

ては先程の通り1兆円でございます。合計8.9、約9兆円の総要資になります。それをどうやって財

源を組めるかというのは右の緑色に書いてあるとおりでございます。まず第一に、大きい括弧書き

の所、現行計画による利用者負担、これは平成61年度、これは2049年まで、現行の交通・通行料を

考えております。これにより4.1兆円の捻出が出来るということであります。2番目には恒久有料化

による利用者負担でございます。これは我々100年耐用年数がかかると申しあげましたが、それを

その期間中現行通行料を取るということで考えます。そこで捻出される金額は1.9兆円と考えてお

ります。それから、インフレがいろいろ想定されております。金利自身が3％に35年度には到達す

る、これ2024年となっていますが2023年の間違いでございます、申し訳ございません。それからイ

ンフレに応じまして10年ごとに10％ずつ通行料金を値上げするという考え方に基づいております。

そうしますと約1.9兆円の捻出がそこで可能になるわけであります。これもインフレに合わせた利

用者負担ということで考えております。最後の1兆円の不足分でございますけれども、これを民間

の活用によって調達しようということでございます。考え方といたしましては、建設費の削減の努

力を行うことと、空中権・容積率の割増の経済効果を活用して、経済協力をしていただくというこ
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とでございます。これを実現するためには国・自治体のサポートが必要でございます。通行料金の

まず恒久有料化でございます、それから公有地をランプ、IC、JCTとして活用するとかをお願いし

たい。それから借り入れの保証につきましても政府保証を金利低減のために必要といたしておりま

す。また、既存の道路の撤去、新たなランプ周辺の街路整備等の協力をお願いしなければならない

かと思ってございます。 

4ページ目をお願いいたします。これは参考までに、載せさせていただいております。首都直下

型地震が来た場合の経済被害というものがいろいろといわれております。これ総務省の資料でござ

いますが、今東京に大地震が来た場合には112兆円に上る額の経済被害が発生するだろうといわれ

ています。それにより首都の経済、中枢機能の支障、また交通ネットワークの機能の支障等が、経

済被害の総額が112兆円に上ると言われております。こういったことも踏まえて、是非とも地下化

を進めるということが我々の考え方でございます。 

では、詳細資料の方の説明をさせて頂きます。6ページ目でございます。財源についてご説明

した建設費の試算については色々と事例等々のヒアリング、専門家の方々のご意見等を聞いて、

建設費を試算したのがこの黄色の括弧内の金額でございます。一応、都心環状部は 6車線と考え

ております。その他ランプ、分岐・JCT 等の新設等々含めて全部で 3 兆 8098 億円かかるだろうと

いうことでございます。 

7 ページ目でございます。新都心線の環状部の断面図でございますが、飯田橋から飯田橋に戻

るところでございます。茶色の部分が地表面のレベルでございます。ピンクのところが大深度地

下表面レベルでございます。棒線の青色の部分が、地下鉄が今通っているところでございます。

この黒で囲った部分、これが我々が主張している新都心線で、環状部をこういう形で新設したら

いいのではないかと考えております。一部が大深度になるということを見て分かっていただける

と思います。 

8 ページ目をお願いします。先程、財源のところで説明した補足の資料になるのですけども、

首都高速の再生に関する財源でございますが、まず収支の試算を説明させていただきます。建設

費の財源としましては、通行量の収入を想定いたしているわけでございます。収入につきまして

は、現行計画の通行量料金の収入を原資として返済するということを前提にいたしております。

H61 年度までに現行計画通りに返済されるということで、収入があるだろうということでござい

ます。計画の無い H62 年度以降（2050 年以降）は、年率 0.8％の通行量の減少ということを想定

いたしております。また、渋滞解消等による通行量の増加は見込んでおりません。金利につきま

しては、H35年度の3.0％超から、インフレ傾向として10年毎に10％の料金増を考えております。

インフレに合わせた料金増のため、交通量には変化はないと仮定いたしております。 

 支出の部門ですけれども、首都高速道路につきましては、首都高速道路株式会社、高速道路機

構の収支予算計画を基本として、変化を加味しただけでございます。元金と借入金等については、

高速道路機構の収支予算計画を踏襲いたしてございます。経費につきましては、撤去することに

よる経費の削減というものが 110 億円ぐらい見込んでおりまして、また地下化による管理費の増

加等々みまして 110 億円の増加があるだろうと、計算上考えておりまして、管理費の増減がない

というふうに想定いたしております。  

 次のページに移らせていただきます。9 ページ目です。首都高速の再生に関する財源でござい

ますが、既存の債務、及び新規債務を通行量収入で返済していく場合、新道路の耐用期間以内で
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ある、100 年が耐用期間でございますので 94 年間で返済が可能になると考えております。債務と

返済の試算の結果でございますが、既存債務は、H23 年度末で 4.1 兆円。これは有利子の借入金

が 3.8 兆円、社会資本借入金が 0.3 兆円で計 4.1 兆円でございます。新規債務につきましては、

建設費は H28 年から建設が始まると仮定しまして、8 年間で毎年 3,500 億円、計 2.8 兆円を借り

入れるということを考えております。3.8 兆円の建設費がかかるわけですけども、残り 1兆円は

民活の活用、あるいは費用削減による、資金調達を財源することを考えております。建設の開始

は平成 28 年度ということでございます。道路の建設期間は非常に短いということで、8年間で出

来ると考えております。追加の補修費用の 1兆円につきましては、これはどういう形で実際に出

ていくか分かりませんけれども、我々としましては、新都心線の完成後から 5年間、毎年 2,000

億円の借入という形で仮定をさせていただきました。金利につきましては、高速道路機構の収支

予算計画を踏襲してございます。平成 23 年度までは平均で 1.5％の金利。平成 35 年度までには

3.0％の平均金利になるだろうと、平成 43 年度には 4.0％ということで、計算をしております。

ということで、建設費の 2.8 兆円並びに追加補修費 1 兆円は、平成 132 年度、2120 年度で返済が

完了すると考えております。 

10 ページ目に移らせていただきます。民間の活用による資金の捻出方法でございますが、容積

率の売却について考えております。特定容積率適用区域制度の認定を受けることによりまして、

容積率の売却を行うことによって大きな資金が獲得できるようになると考えております。左側の

方は、特定容積率適用区域制度の概要が書いてある通りです。現在、指定されているエリアにつ

いては、右の方の適用事例で現時点では、大手町、丸の内、有楽町地区のみが指定されています。

その例が下に書いてあるとおりでございます。東京都が 2002 年に、東京駅周辺の 117 ヘクタール

の特定容積率適用区域を制定しております。容積率の最高限度は、指定容積率の 1.5 倍以内かつ

指定容積率に 500％を加えた数値以内と設定されたということです。それに基づいて、JR 東日本

が赤レンガ駅舎の残余容積率を、東京ビルディング、新丸ビル等々に売却した例が下に書いてあ

るとおりでございます。これによりまして、総改修費 500 億円のうち 450 億円を容積率転売で賄

った伺っております。下に書いてある表のとおりです。 

11 ページ目でございます。これをベースに容積率の売却をしたらどうかということで、特定容

積率適用区域制度を利用し、現行道路部分の容積率を売却する場合、1.2 兆円の収入が見込まれ

ると考えております。現行道路部分及び JCT 部分を容積率売買にあてることを想定しております。

都心 5区の販売単価は、これは下に書いた説明のとおりで、いろんな平均値を求めまして 53 万円

/㎡を考えております。あとは、都心環状線の道路面積 26 万㎡を推定、利用可能率は 91％、未利

用容積率 800％と想定して、さらに JCT 部分の面積を利用するということで 35 万㎡、これをいろ

いろと勘案しまして計算しますと、容積率の売却金額は 1 兆 2,000 億円になると考えられるわけ

でございます。 

12 ページを見ていただきたいと思います。容積率割増による資産価値の上昇について、六本木

ヒルズの試算例です。これは森ビル等々のご支援をもらいました情報に基づくものでございます。

純粋に個別物件の経済性から考えた場合、大規模施設への引込線に伴い、容積率の上昇を認めた

際には大きな資産価値の増加が見込まれるわけでございます。六本木ヒルズの例では、数千億か

ら数兆円の資産価値が見込まれたということです。こういったことによって、建設協力金を得よ

うというのが我々の考えでございます。ここでご説明してあるのは、六本木ヒルズゲートタワー、
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容積率 650％を新規容積率 1,400％、また、六本木ヒルズ森タワーの 770％を同じく 1,400％に上

げたらどういう結果が出るかと、それぞれの資産価値の上昇によって、約 5,900 億円の資産価値

の上昇が見込まれると、そういったことによって是非とも協力金をいただこうと考えているわけ

でございます。 

13 ページ目でございます。これは、容積率の割増によって資産価値が上昇するわけでございま

すが、ランプ・引込線の開通によって利便性を向上するということで賃貸事業の収入の増加を元

にした資産価値の上昇というものを考えたわけでございます。これは六本木ヒルズの森タワーの

例で計算したところ、約 500 億円の資産価値の増加が見込まれるということで、こういったイン

センティブを与えることによりまして、多くの不動産の協力金が得られるのではないかと考えて

おります。 

 いろいろこういう形で提言を申しあげたわけでございますが、これは多くの専門家の皆さんの

ご意見を参考にして作成したものでございます。ご承知のとおり、第 1回目で冒頭申し上げたと

おりロータリーはこれをベースで事業を行うというのではございません。あくまでも、これをた

たき台といたしまして、専門家の皆さんにご検討いただいて実現に向かって議論を一歩でも進め

られればと思ってご提案をさせていただきました。以上でございます。 

 

【石田副座長】どうもありがとうございました。最後になりますが、参考情報として首都高速道

路株式会社より、大規模更新のあり方に関する調査研究について、ご報告をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願い致します。 

 

【首都高速道路(株)常務執行役員 安藤氏】首都高速道路の安藤と申します。よろしくお願い致し

ます。資料5を用いまして、当社で設置しております大規模更新のあり方に関する調査研究委員会

の検討状況を報告させていただきます。 

まず1ページ目を開いて下さい。委員の名簿でございます。委員長は東京都市大学の涌井先生に

お願いしました。経済の秋池先生、石田先生には首都高の委員会にも交通計画の専門家として参加

していただいております。機構の勢山理事長、橋の専門家の藤野先生、コンクリートの専門家の前

川先生、それからトンネルの専門家の真下さん。それから、金属疲労の専門家の三木先生を委員と

して配置しております。3月5日に1回目を開いて、4月には2班に分けて、東品川等の現場を視察し

ていただいて、5月、6月と委員会を3回開催しております。 

次のページをご覧ください。この首都高速の現状といいますか、過酷な使われ方の状況の整理、

この委員会でも報告があったところですが、簡単に報告させていただきます。首都高速道路は、東

京23区内では国道、都道の道路延長の比で見ますと約15％に過ぎませんが、走行台キロや貨物の輸

送量であげるとその2倍の30％になっています。首都圏の産業、生活を支える大動脈として果たす

べき役割は重大になっている道路であります。交通量は約1日100万台あります。最大の断面のとこ

ろは、湾岸線の葛西JCTから辰巳JCT付近で16万台程度、各放射線が10万弱の交通量があります。特

に大型車の交通量が多く、都内23区の道路に比べて約5倍の交通量があります。また、さらに取り

締まりを強化していかなければなりませんが、軸重10トンを超える過積載の車両が通行している状

況であります。現在、昭和37年に京橋-芝浦が開通して、今年の12月で50年を迎えるわけですが、

その半面、経過年数が40年以上を経過した構造物が全体の約3割。30年以上で言いますと半数約5割
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を超え、損傷が多く発生して高齢化が進展しているという状況であります。記載はありませんが、

ネクスコのような土工部でなく構造物の比率が95％と非常に高くて、維持管理が重要な問題となっ

ているのが現状です。 

次のページをご覧ください。我々点検の結果につきましては、4ランクに分けて判定をしており

ます。第三者に被害の恐れのある緊急対応しなければならないという損傷をＡランクの損傷。計画

的に優先順位を決めて補修していくＢランクの損傷。Ｃランクは損傷はあるけれども軽微である、

Ｄランクは損傷なし、というＡＢＣＤのランクに分けて管理しています。Ａ、Ｂランクの例は、右

の写真を事例として挙げております。Ａランクはすぐに対応しますので、Ｂランクは一体どういう

現状となっているのかが問題になりますので、次のページをご覧ください。 

4ページです。Ｂランクにつきましては、オレンジのところがその年の損傷を発見した件数、そ

れから青がそれを補修した件数です。ご覧のとおり、発見した件数に補修の件数が満たないもので

すから、このＢランクの損傷が増加している傾向にあります。21年度時点で9万6,000件程度の損傷

がありました。ここに記載はありませんが、22、23年は横ばい傾向で、その年で見つけた件数はそ

の年で何とか補修しています。9万6,000件がＢランクと公表したものですから、安全性に問題はな

いのかという問い合わせが多くありました。次のページをご覧ください。 

イメージ図を作って説明させていただきました。真ん中にありますように、保持すべき性能にか

なり近い状態まで落ちるような緊急的なAランク損傷については、直ちに補修をします。ただ左側

にありますような、損傷・劣化により性能が落ちてきているBランク損傷については、計画的に優

先順位を決めて補修をして元のように戻していくということで説明をさせていただいております。 

次のページです。では一体どの区間を更新するのかという抽出のフローであります。まず、損傷

の発生に関連する要因を調べよう、そのことによって検討の路線を抽出しましょう、路線が選ばれ

たら、どの区間をどういう損傷の要因をもって直していくのか、区間を決めていきましょう、とい

う順序で区間を選定しているところです。具体的に説明します。 

次のページをお願いします。損傷発生に関連する要因として２つの点に着目しました。昭和48年

に、左下にありますように、安全性に関する設計基準が大きく見直されております。荷重を2割増

にする等の改定が行われております。その48年の設計基準を適用した構造物か否か、ということが

一つの着目点。それから累積軸数が3,000万軸数、ちょっと専門的で申し訳ありませんが、平たく

言いますと、供用開始以来、換算して20トンのダンプが3,000万台を超えているかどうか、過酷度

と言うべきなのか、そういう2つの指標で整理をすべきであるということで考えております。その

参考例としてこの中に絵がありますが、3,000万台以上のランクの茶色の中で、48年の設計基準を

適用していないものについて極端に損傷の数が多く見て取れるのが分かるかと思います。 

この考え方に基づきまして、次のページをご覧ください。具体的に、20トンダンプが3,000万台

以上通っているところが赤、過酷に使われています。また48年の設計基準を適用していないものが

緑、この赤と緑がダブルに重なったところ、二重になったところで損傷が多く発生していると判断

し、データもそうなっていますが、大規模更新の検討路線として抽出しましょう、ということであ

ります。それがここにありますように都心環状線から7号小松川線までの約75キロ、約300キロの全

長の4分の1になります。参考までに、40年以上経過した路線の中では5号池袋線が高速国道と接続

していないので、大型車の数が少ないということで除外されております。 

次のページをご覧ください。路線が選定されましたので、ではどの区間を抽出していくのかとい
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う要因を選んでみました。とにかく①、②が重要で、1番目に、過去に重大な特異損傷が発生した

箇所があるのかないのか、それから、2番目に維持管理が、立地条件、河川上や鉄道上ということ

で維持管理のしづらさがないのか、それから構造的に点検が困難な場所がないのか、ということを

重点項目として選ぶ、それから一般的な損傷、それからこの委員会でも議論になっておりました渋

滞のボトルネックになっていないか、それから事故が多発していないかという要素を加えて区間を

選んでいくということにしております。 

次のページは、具体的な特異損傷の事例を写真で示しておりますが、左のように繰り返しの荷重

で、こういう桁のところに線が出ておりますが、これが疲労亀裂というもので、繰り返しの荷重で

このように金属疲労が起きて、亀裂が発生している状況です。コンクリートも同じようなものです。 

次のページをご覧ください。これが維持管理性能の事例です。やはり鉄道の交差部、河川上につ

いては維持管理がしづらい。それから構造的に、専門的には、掛け違いのゲルバー構造というので

すが、これは経済的だということで当時流行った構造なのですが、どうもこれは点検・補修がしづ

らい構造であるというような例です。 

次、12ページです。これは構造物の損傷の事例を示しております。床版を下面から見たときのク

ラックの状況、RC橋脚のひび割れの状況等、そういったデータも持っております。 

次に、具体的な更新箇所の区間を選定していく順序について説明します。 

まず、説明しましたように、過去に重大な特異損傷が起きていないか、維持管理がしづらくないか、

これに重点を置きます。それで、STEP1と下にありますように、その箇所について該当する箇所が

あれば赤、一つの柱と柱の間ごとにこのようなデータを持っていますので、ここに赤を決めます。

そうしますと、次にそこで一般的な損傷がオレンジの六角形にありますが、かなり出ているという

ところは足し、ここもグループに入れる、また、④の渋滞・事故が多発している区間も入れる、ま

た同じ形式や連続桁というところも入れる、またその他の社会的要因があって、まちづくり等で作

り替える必要があるんだという要因があればその区間も入れる、ということで、例えばこの9径間

をグループ化しているわけです。ある程度まとまった区間で直した方が効率的という基本的な考え

方をもっています。 

それから次のページをご覧ください。では、区間、グループは分かったけれども、それをどうや

って直すのか、補修の仕方の例を示しております。迂回路がある場合、このケースはかなり少ない

ケースかと思いますが、首都高の隣に暫定的な仮の桟橋であるとか迂回路ができる場合は、その区

間、9径間は迂回路を使って補修をする。ところが、そういう箇所は少ないですから、首都高の場

合はある程度JCTや出入口の間について、長期間通行止めして、この9区間をグループしたところを

直す必要が出てくる。そうして、今現在対象となった6路線について、この検討の区間の抽出の作

業を進めているところです。 

次をご覧ください。では一体、更新のタイミングをどう考えているかというところでありますが、

あと2年後、26年には中央環状品川線が先ほど説明ありましたように完成して、中央環状がリング

になります。 

そうすると今損傷が激しい1号羽田線あたりの交通の負荷が軽減されてくるのではないか、迂回の

可能性が高まるので、この辺が着手できるタイミングの一つの目安ではないのか。それで、10年後、

3環状が概成したおり、千葉の外環、東名まで外環が延びて、そうすれば、4号線についても手をつ

けられるのではないか。それから、横浜の方でも、横浜環状北線、北西線によって、東名と湾岸が
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結ばれれば、3号線にも一部着手できるのではないか。また、千葉の外環や、7号線と中央環状にも、

小松川JCTというのを作って、迂回できるようにしておりますので、それが完成すれば、7号線につ

いても交通の負荷が減少して着手出来るのではないか。都心環状についても、ここまでくれば、部

分的に詳細な検討は必要ですが、着手出来るのではないかと考えています。また、その先、外環が

完全に整備された段階では、3号線がいよいよ大幅に着手出来るのではないかと。それから1号線が

中央環状に接続すれば、6号線にも手をつけられるのではないか。そのようなことと、お客さまに

迷惑をかける度合いを極力少なくすべく、適切なタイミングを選んでいきたいというふうに考えて

おります。それで最後に、当方の委員会で出てる委員からの主なご意見を紹介させてもらいます。

安全を第一に、コストミニマムでやっていくというための方策としては、大規模に修繕をしたり、

部分的な更新をしたり、大規模にそっくり取り替えたり、という事を効率的に組み合わせて実施す

べきではないか。更新するかどうかは、致命的なダメージがあるのか。メンテナンスする方が高く

つくというケースになってないか。それから、急カーブや分合流があって事故や渋滞が発生してい

ないか。サービスレベルが合わなくなった等の理由で判断するのではないか。ただ、その事業の実

施にあたっては、先ほど言いましたお客さまの迷惑を極力抑えるようにネットワークの整備状況を

考えながら更新をしていくべきであろう。また、まちづくりや環境改善、民間等、首都高ではコン

トロール出来ない外部からの要請がある場合は、関連するプロジェクトと十分連携して更新を実施

すべきであろうというご意見をいただいております。それで、8月頃、中間とりまとめを考えてい

たのですが、議論がまだ尽くしていないと委員長の方から発言が前回ありまして 1、2ヶ月遅れて9

月、10月頃に中間のとりまとめ、それから年末には、最終のとりまとめを行う予定にしております。

説明は以上です。 

 

【石田副座長】どうもありがとうございました。説明は以上でございますので、これから、全体

に対する意見交換の時間とさせていただきたいと思います。どちらさまからでも結構でございま

すので、ご質問、なにかご意見をいただきますようにお願いをいたしたいと思います。 

 

【三宅座長】安藤さんにご質問したいのですが、私どもは首都高の地上の分を、支柱の方の補強

などは、見聞きしておりますので、それなりにやって頂いていると思っていますけれども、地中

にある基礎の部分はどうなっているのですか。それは大丈夫だという、例えば建設時の資料があ

るとか、あるいは、無作為抽出でサンプルだけ掘ってみて、大丈夫だと立証されているのですか。

先ほどからのご報告では、地中部分のことについてのご報告が無かったのでその点についてお聞

きしたいと思います。 

 

【首都高速道路(株)常務執行役員 安藤氏】その部分は重要なご指摘だと思いまして、今、我々の

方も地中の部分のデータも取っていて、劣化している場合は下からそっくりつくり替える必要が

あるのでは無いかと。またトンネル構造というのは比較的、地盤と一緒に動くものですから、高

架の揺れるものと比べてダメージが比較的少ない。そうはいっても、東京港トンネル等、古いも

のがありますので、今、トンネル構造や地下の構造についても、点検をして、この委員会の中で

議論していきたいと考えています。 
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【猪瀬委員】今のお話と続けます。立地条件により維持管理が困難な事例と、それから、構造的

に点検困難及び補修困難な事例、困難な事例というのはどう補修するのかよく分からなかったの

ですが。 

 

【首都高速道路(株)常務執行役員 安藤氏】維持管理が困難な鉄道とか河川は、協議させていただ

いて、起電停止した後、点検するとか、河川上であれば河川管理者と協議して足場を設けさせて

もらって、そこで点検をするなど、かなり頻度等が落ちてしまいます。首都高のペースでは維持

管理が出来ません。補修の際にしても同じことになってしまいます。それから右の方は、当時、

40 年代、50 年代でしょうか、経済性を追求する傾向の中で、人気のある構造形式で、この形式だ

と桁高を抑えられたりして経済的なのですが、かけ違った部分に亀裂等が出ますと、なかなかこ

の中を補修するのがかなり難しいものですから、こういう構造は機会があれば見直していきたい

と思っています。維持管理はしていきますが、しづらいということであります。 

 

【猪瀬委員】困難だからどうするという話がよく分からなかった。 

 

【首都高速道路(株)常務執行役員 安藤氏】更新の箇所の候補にあげていくということであります。 

 

【石田副座長】補修がなかなか難しいので、出来れば架け替えをやりたいと。場合によっては基

礎から、三宅先生のご指摘のように、基礎からやり直すことも検討するということですね。 

 

【首都高速道路(株)常務執行役員 安藤氏】はい。 

 

【木村委員】いろいろと性能等の安全性について検討されていて、十分、分かりましたけれども、

例えば直下型の大震災が起きたと想定して考えた上での性能等のチェックでございましょうか。

その点お伺いしたいと思います。 

 

【首都高速道路(株)常務執行役員 安藤氏】今回の当方の委員会は、日常起きている平時の繰り返

し荷重によるものを中心に議論をさせていただいております。ただ、委員ご指摘のように直下型

の地震とか、そういう懸念もありますし、現在までは過去起きた地震に対しては、その都度、設

計基準が国の方で見直されますので、それに則って、必要な対策は講じています。今後、直下型

に対して、こういうチェックをしろといった、新しい知見があれば、それに基づいて我々も構造

物の補強をしていくということを考えております。 

 

【細川委員】三つほど質問をさせていただきたいのですが。まず、ロータリークラブの財源の件

ですけれども、3ページの現行計画による利用者負担というものが、今、40 年とありますが、そ

の下に、恒久有料化による利用者負担、100 年後までの現行通行料とあります。上の方は、今の

首都高の料金の現行計画のものだというふうに想像しているのですが、この二つの違いというの

が一つと。それから、これは首都高の方にお聞きした方がいいのかもしれないのですけれども、

今の利用者負担、通行料の計画というのはどういうふうになっていて、新しいものについては、
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10 年ごとに 10％の通行料値上げとありますが、今まで首都高は、どういうタイミングでその値上

げを図ってきたのかということ。その約 50 年の間にどれくらい最初から、物価の違いもあるので

単純に比較できないと思いますが、そこの点がもうひとつ。最近、距離別に変わったので、その

10 年毎に 10％の通行料の値上げというのはどういう形で想定しているのかということを合わせ

てお聞きしたいと思います。それと、今、首都高の方から、大変痛んでいるという実情をデータ

を基にお聞きしたのですけども、大規模改修や更新を行うことによって、実際はその件数に追い

ついていないということのようですけれども、これを行ったことによって、実際その、やっては

みたものの、何年後まで今のものが使えるというふうに、どれぐらいの年数使用が可能かという

ことを想定しながらやられているのかということもお聞きをしたいと思います。 

 

【木村委員】まず、3ページ目の現行計画による利用者負担と恒久有料化による利用者負担の違

いでございますが、これは 8ページをご覧になっていただくと分かると思いますが、利用者負担

４１年度まで、平成６１年度までの通行料の収入をベースにした利用者負担でございます。それ

以降については、下の恒久有料化による利用者負担を採用させてもらっているということでござ

います。 

 

【事務局】加えて、料金改定ということですが、私どもで準備させていただいた資料 3-参考資料

というのがございます。その 3 ページ目で、首都高速の料金改定の経緯を整理をさせていただい

ておりまして、過去、昭和 37 年の料金を設定したときから、料金が変わっていっております。た

だ、この料金が変わっていくタイミングというのは、大規模なネットワークがつながったとき等々

でございます。例えば、平成 6 年の 700 円に上がった時は、湾岸線が大きくつながった時という

ことで、料金の改定を行ってきたという経緯がございます。こういったことを参考にしながら今

後の議論になるんだろうと思います。 

 

【首都高速道路(株)常務執行役員 安藤氏】3点目のお話は、我々は今、平成 62 年まで、営業期

間をいただいて管理していくわけですが、それ以降は各自治体のほうに移管されるわけですけれ

ども、その時でも健全な形で引き継いでいきたいということを念頭に補修を実施して、手を加え

たならば 100 年もつ道路を目指していきたいと思います。 

 

【コシノ委員】基本的に都心の景観重視ということで私も参加しているのですけれども、現状の

補修とかそういうことは現実的に大変必要ですけれども、どこを地中化していくかという、これ

によると補修は当然必要ですけれども、将来的に地中化となった場合に、現実の課題、やってい

けるのか、都心に高速道路が本当に必要なのか、地中化になれば問題ないですけれど、それもど

れくらいの年数と費用で計画できるのか、それがまだ見えないものですから。大変素晴らしい資

料を作ってくださって、本当にすばらしいと思います。地中化について本当にどんな風になって

いくのかということをお聞きしたい。 

 

【事務局】まさしく、基本的に、そこの部分について私どもの方も非常に大きな悩みを抱えてい

るということでこの場をセットさせていただいているわけでございます。そういう意味では、今、
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今回のこの委員会の中でも木村委員から紹介がございましたように、ロータリークラブからは是

非そういったことを目指すべきだということでご提言をいただきました。一方で、やはり金銭的

な問題やら、あるいは実際の手続き上の問題やら、いろんな課題を抱えているということも確か

にございますので、いま首都高速会社からもご紹介いただいたような具体的な事例をもとに、も

う少し具体的な事例の中で、地下化していくときにどうなるのかというところもご議論をいただ

ければと考えております。具体的な設計は、ここで大きな方向付けをいただいた後で、どこから、

どれくらいの費用をかけて地下化をしていくのかという設計を議論していくことになるのではな

いかと思います。まずは大きな方向付けを、この場で是非行っていただければ幸いかと思います。 

 

【岩見副座長】今日のロータリークラブの提案と、後の報告を二つ聞いて、全く違うアプローチ

を、要するに、撤去地下化か、大規模更新か、首都高再生の方向としては違いますよね。そのど

ちらを選択すべきかということをまず議論すべきですか。そこはどうですか。 

 

【事務局】実際に、地下化して撤去するというやり方と、首都高さんがご提案された大規模更新

はまったく相反するコンセプトではなくて、進めていく手順の中に、首都高さんの大規模更新す

るというのは、実は別のところに更新して、そのあと更新が出来上がった暁には撤去するという

仕組みを考えれば、そういう具体例もあるとすれば、ロータリーさんがおっしゃっておられるこ

とと首都高さんがおっしゃっていることは矛盾するものではないと考えています。 

 

【岩見副座長】大規模更新すれば地下化しなくていいという議論につながっていくのではないで

すか。 

 

【事務局】大規模更新をしていく一つの方法として、同じところにリプレイスする、置き換えて

いくという大規模更新のやり方もあれば、地下化をするというそういう更新のやり方もあるとい

うふうに私どもは理解しています。 

 

【岩見副座長】両方をミックスするということもあり得る。 

 

【事務局】はい。というふうにご理解いただいていいのではないかと思います。したがって、今

日はいかにも相対するような案に見えますけれども、一つの方法としてロータリーさんの提案が

あるとご理解いただいて、今日ご紹介させていただきました。 

 

【菅家委員】今の説明でありますけれども、例えば、都心部分について、撤去して何もしないと

いう選択肢もあると思いまして、事務局の説明だけではちょっと不十分な気がします。いずれに

しましても、東京の将来像、まちづくりをどうしていくかという課題と、都心部における交通の

あり方について紹介がありましたけれども、そういったまちづくりと密接に関わることじゃない

かと改めて今日、認識させられたところです。したがって首都高に対しては、単に首都高だけの

問題ではなく、東京都などとも密接な議論が必要だと思いました。さらに中央環状線などが整備

されたときに、都心の交通の需要が大きく変わるということを試算されておりますけれども、都
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心部の環状線を中心にして、果たして大規模更新、あるいは大深度地下化ありき、そういう議論

では進まない、という気がします。その際には、東京で働く人たち、東京に住む人たちの生活に

も関わる様々な影響に留意した検討が必要だと思います。 

それから、首都高の有識者会議の報告ですけれども、大規模改修と大規模更新の違いってどう

いうことでしょうか。特に都心環状部については、有識者会議の議論の方向性と密接に関わり合

う関係にあると思います。その辺について首都高がどのように定義しているか教えていただきた

いと思います。 

 

【石田副座長】前半の部分はご意見ということで。 

 

【菅家委員】そういうことですね。 

 

【石田副座長】では、大規模修繕と更新の違いについてご説明下さい。 

 

【菅家委員】それと有識者会議との関係もお願いします。 

 

【首都高速道路(株)常務執行役員 安藤氏】大規模修繕とか大規模更新の言葉の問題ですけど、当

社の前回委員会でも取り上げられまして、人によって、イメージが違っていると。それが 1、2

カ月延びた理由のひとつにもなっているのですが、我々はそのものをその位置で補修を続ける、

大胆に補修することを大規模修繕と言っていました。部分的な更新、桁を取り替えるとか床版を

打ち替えるとかっていうのは部分的な更新。大規模更新は上から下までつくり替えて、その中に

は地下化というのもあるのかもしれません、といったイメージを持っていたのですが、各委員で

大規模修繕とか大規模補修とか、言葉がいっぱい出て、言葉の定義を今回きちっとして、同じイ

メージを持てるようにしようじゃないかということです。 

 

【石田副座長】そういう説明でよろしいですか。なにか色々あると、まだ決まっていないという

ことがわかったようです。首都高の委員会と当委員会との関係についてはどうですか。 

 

【事務局】元々、冒頭のこの委員会の初めにご紹介させていただいたところでありますが、首都

高の委員会では、まさしく専門のメンバーの方々に集まっていただいて、現地を見ていただいて、

現場がどのくらいの更新を求めているのかというところを、数値のデータも含めた形で解析をし

ていただいて、具体的にその箇所を抽出していただくということも含めた委員会という形に位置

づけられていると理解しております。 

 

当委員会はご紹介しているように、将来の東京のあるべき姿、国際都市として経済活動を行って

いく上で、その交通インフラはどうあるべきかということを、例えば交通の乗り入れ規制といった

方策も含めて、交通はどうあるべきかというご提言、加えて大規模更新を行っていくとなったとき

の都市づくりとの関係なども含めてご議論いただければということです。その議論をしていただく

題材として、どこを更新するのかというイメージが全く無いと議論しづらいということでしたので、
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今日は首都高からその委員会の途中経過を紹介していただいたということです。先程の私どもの説

明の中でも、例えば首都高の都心部分を全く無くした場合の交通の負荷、周辺の交通に非常に大き

な負荷がかかって交通が混雑しますというデータ、そういったものと、都心に乗り入れをさせるか

させないかという課題、綺麗にするということだけは撤去するということになるかもしれませんが、

そういったことと実際のまちづくりとの関係。そのような方向づけや大きな流れを導いていただけ

れば、ということでこの委員会でのご議論をお願いしているということです。 

 

【高野委員】いずれにしても道路の問題に関して言えば、より安全であればいいわけですし、コシ

ノ先生がよくおっしゃいますように、景観の問題、街の中が綺麗になることについて私はそこに異

論を申し上げるつもりは毛頭無いのですが、今回の会議で、先ほど委員の方からお話がありました

ように、規模の大小について私自身も少しわからないところがありましたし、もう一つ期間の問題、

急に木村委員から100年もつ道路の話をされても、100年もつという前提でこの会議を進めていくの

か。しかし、今国家財政を考えたときに、第三の方法があるから議論しましょうというのか、その

辺、入口のところを整理していただくと議論しやすくなるのかなという感じがします。交通の観点

だけで議論して良いのか、景観の話も出ていますし、インバウンドの人数について国も、今相当に

考えていますけれども、観光の問題、あるいは国際競争力の問題等々、訪日の外国人のお客さんを

お呼びしたときに、高速道路の問題がどのように関連していくのか、魅力のあるまちづくりと一体

となって議論していく余地もまだたくさんあるのかな、という気がしてなりません。質問というよ

りも意見です。以上です。 

 

【事務局】少し肉付けをさせていただきますと、私どもの説明ですが、今までいただいたご意見を

短冊に切って今日までデータを出させていただいているということで、高野委員からご指摘のあっ

たような、体系的な文言として皆様に提示をするに至っていないということは申し訳なく思ってい

ます。次回以降、そういう形のものを整理させていただいた上で、皆様にご議論いただくように考

えています。特に一回目から各委員が言われているように、交通の観点だけで国際都市東京の大動

脈である首都高速の方針を考えるべきではないのでないか、という視点でご議論をいただいている

と認識しています。景観のデータを突然出したり、交通のデータだけを出したり、皆様の頭の中を

混乱させるようなデータの出し方をして申し訳なく思っていますが、今日までで皆様からいただい

たご意見に対して、大体データの整理はさせていただいたと理解していますので、全体的な考え方

の整理について、まさしく次回以降、皆様のご意見でまとめていただければ幸いです。 

 

【猪瀬委員】景観の問題というのは、東京は多様な中心があるので、皇居を中心とした景観もあれ

ば、隅田川の川べりをどうやって綺麗にしていくかという景観の問題もあります。隅田川はだいぶ

綺麗になりましたが、皇居の周りの景観においても、例えばあそこは国道1号と国道20号があって、

日比谷通りのところまで銀座から来ているものは都道、皇居の南側は国道で、皇居の真ん中は宮内

庁で、北の丸公園は環境省とか、縦割りで景観が統一されていないのは管理者が全部違うからです。

皇居の周辺は全部東京都に、国道は都道にして管理させるとか、いろいろな話があるのです。日本

橋の話に戻りますが、日本橋周辺の景観という場合にも、多様な中心があってその一つだというこ

とですから、景観が単に都心環状線によってのみ阻害されているものではないということもあるの
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です。ロータリークラブさんの資料4の9ページ「首都高速の再生に関する財源について」に「債務

と返済試算結果」が出ていますが、これは交通需要についての見積りが一切入っていないのですが、

どのように考えているのか。今後日本は100年で人口が半分になるということもあり、そういうと

ころはどう考えておられるのか、確認したいと思います。 

 

【木村委員】8ページにありますように、我々の仮定としては、交通量は従来から年率0.8パーセン

トの減少ということで考えています。そのほか、今後起こり得るであろう人口の減少等により交通

量がどうなるかということについては、まだ考慮していないと承知しております。今後検討してい

く課題であると認識しています。 

 

【三宅座長】木村さんに確認したいのですが、そちらの計画、総事業費が9兆円、いわゆる自前で

つくらなければいけないところが1兆円くらいある。それについてはＪＲ東京駅が容積率を近くの

ビルに売ったことで賄ったように出来るということですけれども、我々が承知しているところでは、

首都高は大体、公有水面とか道路の上に作ってあって、自前の土地というのは持っていないように

聞いているのです。そのように売れるものですか。これは絵に描いた餅みたいで、それは売れれば

うまい話だと思いますけれども、仮に売れるにしても場所が決まっているのではないですか。高速

道路会社が土地を持っているとはあまり聞いたことが無いので、それを仮に地下化したからといっ

て、その上の道路というのはもともと別の道路だから、勝手に容積率を売るということはできない

と思います。その点はどうですか。 

 

【木村委員】その点の質問につきましては私の後ろに専門家の白石がおりますので、代わらさせて

いただきます。 

 

【ジー・ストラテジック・ビジョン（株）代表取締役 白石氏】その点につきましてですが、現実

問題、ご指摘のとおり、道路の上などは容積率として換算できない。したがって、現実的にやっ

ていこうと思いますと、新たな法整備等が必要になると思います。さらに、道路の周辺部分等で、

容積率の緩和等の措置がもし採られることになりますと、そこには現実的には、民間ベースで考

えますと相当の経済価値が新たに生まれるというのは確かなことでございまして。それをどうい

う形で実現させていくのか、それは、まだまだ今後、検討の必要があると思いますが、今回、可

能性があるということで、試算させてもらいました。 

 

【三宅座長】それはおかしいのではないですか。例えば、六本木で、高速道路が無くなって、景観

が良くなって、周りのビルの資産価値が上がったから、こちらに寄こせという、ピンはねをすると

いうようなことが出来るのですか。我々の社会において、そういうことが出来るのかどうか、教え

てください。 

 

【ジー・ストラテジック・ビジョン（株）代表取締役 白石氏】そこにつきましては、議論しなけ

ればいけない点だと思います。あと、現実的には、今の銀座の後ろの、築地川と楓川のところ、あ

そこは国の用地になっていまして、千駄ヶ谷の北参道のところのもそうです。築地川と楓川のとこ
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ろで、約8万㎡、ある程度の金額で試算しますと、2,500億くらい、土地の価値にはなるのではない

か、と思います。 

 

【木村委員】実はその問題につきましては、今後の我々の大きな課題の一つであります。ゼネコ

ンのプロの方々と今後、お話をしながら、どういう形で協力を得られるのか、ということについ

て、検討していきたいと考えております。 

 

【高野委員】1点わからないので、質問させてください。先般、第二東名が開通したおりに、新

聞報道で、1km あたり 1千億、建設費用がかかったというのを見たことがあるような気がするの

ですが、6ページの資料で建設費用が 1km、都心環状部、6車線で 370 億円と、3 分の 1 に見積も

られているのですが、山の中の高速道路をつくるより、都心で高速道路をつくる方が、素人的に

高くかかると思うのですが。わかったら知識として教えていただけないでしょうか。 

 

【事務局】お手元の赤いファイルにある第 3回の資料の 24 ページを見ていただきますと、東京周

辺の高速道路のかかった費用を整理させてもらっています。これを見ていただきますと、例えば、

主にトンネルで整備がなされた首都高中央環状線、熊野町 JCT から大橋 JCT、これは既に出来上

がっておりますが、km 当たり 680 億円。さらには、今事業を進めていただいております区間、大

橋 JCT から大井 JCT までの区間、これは 390 億円が、実際に費用として計上されております。当

然、これは用地費が無い故に少し安くなっています。一方で、橋が中心となっております区間、

例えば、東京外かく環状道路の三郷 JCT から大泉 JCT、これは既に供用されておりますが、170

億円で実際、建設が行われてきたということです。郊外部になりますと、用地が安い分、全体と

して、安くなります。 

 

【高野委員】それでは、第二東名のケースは、土地買収も含めた値段でしょうか。 

 

【事務局】第二東名が 1 千億というのは、余程お金がかかった一部区間の数字かと思われます。

大体、全体で 1km あたり 100 億円強でございます。 

 

【高野委員】わかりました。ありがとうございます。 

 

【岸井委員】そろそろまとめに向かっていくと思うので、意見を申し上げておきます。今日の資

料でも出ておりましたが、三環状が出来上がってくると、ようやく本格的に都心環状線に手をつ

けることが出来る、それに向かって、どう手をつけるべきかという議論が、ようやく真剣にやれ

るようになった、ということでそれは大変良いことだと私は思っています。その時に、都市再生、

東京の将来像といった、これからの次世代の東京を支えるべく考える、これも当然のことかと思

います。単に交通だけの問題でなく、いかにして、東京の国際競争力を高めて、東京を強くして

いくかという観点から、色んな視点で考えるのが大事だと思います。東京が引き続き、日本の中

で大きなエンジンとなっていくためにも、様々な意味での持続可能性が大事であると思います。

平常時、今回の三環状がようやく出来上がって、都心の話に手がつくようになった。平常時の様々

- 22 - 

 



 

な意味での持続可能性を保つ、そのために次の時代の東京のインフラをどう考えるのか、それは

交通だけの問題ではなくて、ボストンの BIGDIG もそうですが、あれをやりかえると、その中にあ

る占用物件が全部やりかえになるわけです。供給処理の関係も含めて、都心のインフラの強化を

同時に図るということだと思います。東京の都市インフラのセーフティネットをつくっていくと

いう観点で、様々な事業との合流、一緒にやっていくということを本気で考えていくべきかと思

います。また、最近の東京の状況を考えると、緊急時の安全性の問題を世界に対して、アピール

していかなければならない。何があっても、東京は耐えられるし、活動は止まらないということ

をいかにして世界に訴えるかという意味においても、防災時における多重性をどう考えるかとい

うことは是非議論していただきたい。いずれにせよ、次世代の東京都心のインフラをどう考える

べきかということでまとめていただくとよいかと思います。 

それと同時に、そういう話だけでは先に進まないので、計画を着実に実行する仕組みという点

について、何らかの提言ないし提案をしたいと思います。ここで行っている議論、あるいは首都

高で行っている議論が、どういうプロセスを経て共有されるのか、どういう形で決まっていくの

かということ自身が非常にまだ不鮮明。そこら辺の仕組みを考えるのが重要ではないか。その中

に、具体的な提案をチェックする機能があると思います。今のところ、みんながいろいろ言い合

ってはいますが、どういう手続きで決まっているのかということが、あまり明確になっていない

ので。是非その辺については、ご提案いただけるといいと思っています。 

 

【石田副座長】ありがとうございました。そろそろ時間になりましたので、あと根本委員と竹内

委員、まだご発言をなさっていないと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【根本委員】それでは、簡単に申し上げます。3点申し上げます。一点目は、まちづくり全体と

して考えていかなければいけないということに、当然賛成させていただきます。昼夜間人口比の

問題について指摘がございましたけれども、要は、夜間あまり活用されていないということにな

ります。都心回帰の流れがございますので、そちらを後押しするようなまちづくりの中で、道路

がどうあるべきかを考えざるを得ないと思います。 

二点目、産業系のところで、コンテナトレーラーの話がございました。現在の東京港、とりわ

け大井埠頭周辺の現状を考えますと、荷捌き等に割り当てられている土地が決定的に不足してい

るため、大混乱を引き起こしている。これは、長年の課題かと思います。たとえ、環状線が外側

に出来たとしても、捌く場所をどのように確保していくか。産業系は相当程度減ると思いますが、

都心の人口が増えるということは、個人向けの荷物も増えるということであります。流通系の荷

物の流れを考えると、パリのような形も想定しながら対応せざるを得ないと思います。 

三点目ですが、概略試算の中で、都心環状線を撤去したらどうなるかという試算をいただきま

したが、こういうことが仮にあったとすると、外環その他の道路が能力面で大丈夫かと心配にな

ります。ほとんどの道路が 6車線、片側 3 車線で想定されておりますが、私が承知いたします限

りにおいては、海外の道路は、少なくとも片側 4車線、場合によっては 6～8車線という環状道路

があると理解しております。そういう能力面の問題がやはりでてくるのではないかと思いますの

で、そこから見て、必要な道路がどういうものかという考え方も打ち出していけたらなと思って

おります。 
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以上です。 

 

【竹内委員】あまり時間がないので、答えは結構ですから、感じたことだけ申し上げます。最初に

ロータリークラブさんの方でいただいた、資金調達のやり方のところで、分かりにくかったのが、

民間の活用という所に、受益者負担に関する言葉が入ってきて、それが資料となっているのがわか

りにくいと思ったのです。たとえば、資産価値の上昇というところで、固定資産税をとるのか、あ

るいは開発者負担金のような形でとるのか、いろいろなやり方がある。でもこれには、受益者負担

の考え方がはいっていますし、民間活力というと、すぐPFIやPPPの方に頭が行ってしまうので混乱

するのですけれども、そのあたりが一緒になっているところを整理していただくと、よりクリアに

なるのではないかという気がいたしました。次に、全体の今後の議論に関連していくと思いますが、

先程首都高さんから若干話がありました、実際に地中化地下化する時に、工事などで発生する通行

止めなどの、交通障害による影響の大きさをどの程度見積もるのかということです。その試算とい

いますか、そのあたりの影響もまだもう少し議論を深める必要があるのではないかということです。

それから最後に、もしこれデータがあれば、国交省にお尋ねすることになるかと思いますけれども、

都市環境の点についてです。よく映画なんかである風景ですが、非常に都市のすさんだ風景を表わ

す時に、鉄道のガード下とか、道路の高架下が映像に映し出されて、そのようなところで暴力沙汰

が起こっているカットがよくあります。そのようなイメージからすると、高架の下における犯罪の

発生率とか、あるいは、ホームレスの方が住んでいる割合とか、逆に高架下がホームレスの方の保

護に役立っていると言うことも言えるかもしれませんが、そういう様な指標があるならば、教えて

いただければありがたいと思います。以上です。 

 

【石田副座長】そろそろ時間ですので。 

 

【三宅座長】1つだけ。事務局に1つお尋ねしたいのですけれども、今後の交通戦略の22ページまと

めの所なんですけれども、東京港発着の国際コンテナの貨物が高速道路を利用していないから、高

速道路の利用を促進するための対応が必要とあります。しかし、先程のお話では、一般の自家用車

の通行量が少ないのだそうですけれども、私は、今車の運転をやめていますから関係ないのですけ

れども、要するにコンテナ車と一緒に走るのはすごく怖いのです。首都高みたいな曲がりくねった

ところで今主流になりつつある40フィートコンテナなんか、おそらく、私どもの乗用車の4倍くら

いあるのです。20mくらいあります。そういうのを、ドライバーは、何が積んであるかわからない

で運転しているわけです。そういうものと、一般の乗用車を同じ、非常に閉鎖空間で、幅員の狭い

道路を一緒に走っているのが良いかどうかということをいつも私は考えながら運転していたので

すけれども、今後の交通戦略として主流となりつつある40フィートコンテナ車を促進するというの

は、事故多発と直結するのではないかというような感じがするのですけれども、その辺はいかがお

考えか、お聞かせください。 

 

【事務局】政策としては、私たち国土交通省、あらゆる政策をフルに活用して、三宅座長のご意見、

あるいは心配ごとを解消していくことが必要なのだと思います。これは私ども道路局の専門ではご

ざいませんが、コンテナ車の中の安全を高めるための仕組みをもう少し徹底しようと。安全基準を
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徹底しようということで、法律も私どもの方で提案をさせていただいていたところであります。あ

と加えて、世界的に見ていけばこの海上コンテナというのは主流になってきておりまして、これは

増えることはあっても、減ることはありません。ただ、これは東京港に全て集まってくること自体、

本当に良いのかという日本の国力の議論も当然あるわけでございますが、港の取扱い方もこれで良

いのかどうかという議論も当然あります。ですから、わたしども、国際コンテナ港湾ということで、

いろんなところというよりも、集中した整備をすることで、世界へのコンテナの受け入れ口をしっ

かりと作っていこうと。国際プレゼンスを高めようということでの、施策も打ってきているところ

でございます。やはり、東京は世界の経済活動の一翼を担っているところでありますので、何らか

のものは集まってくるというのは避けて通れないということだと思います。ですので、それをいか

に処理するのかということでございまして、今の首都高を通らないというのも、実は通れないとい

う場面もございます。ご存じかもしれませんが、このコンテナ車は、若干普通の車より背が高こう

ございます。3.8mというのが今までの高さでありまして、最近の流行りといいましょうか、海外か

ら入ってくるのは4.1mの高さがあって、高さがあるが故に首都高で一部走れないことがある。実際

にこういう構造上の課題もございます。ですから、これは更新の時に直すのか、あるいは更新に時

間がかかるのであれば、直ちに直すのかといったようなことも合わせてやっていかなければならな

い。非常に多種多様な今の三宅座長のご提案、あるいはご提起というのは、非常にあらゆる問題を

抱えた処理となっております。また、今後の議論の中でも、いろいろなものをご提案させていただ

ければと思いますし、全体の流れをもう少し力強くご指導、ご支援いただければ幸いかなと思いま

す。 

 

【津川政務官】こちらで書かせていただいた内容ですが、確かに国際物流コンテナについては、コ

ンテナを扱う港そのものも、重点化をさせていこうということと、そことやはり国内の物流につい

て一体的にやろうということで、道路、港湾、物流一体で見直しをさせていただいております。こ

ちらに書かせていただいたのは、いずれにしても東京には入ってくるものは当然あると。しかしな

がら、首都高を通らずに一般道を通ると。首都高をあれだけ大きな車が走るということの危険性を

今座長から指摘をいただきましたが、一方で一般道路を走るということも、これは必ずしも歓迎す

るものではないと思っておりますので、必要なものについては高規格な道路でなるべくさばいてい

くことが必要ではないか、今の現状からすれば、なおもう少し首都高を使っていただくように誘導

すべき点があるのではないかということを書かせていただいたということです。 

 

【猪瀬委員】前回のこの会議が終わった後に話題に上がったことを改めて申し上げるなら、山手

通りの環状 6 号線のところが、中央環状線が下を通っているのですが、片側 3車線で、かなり広

く、さらに歩道もつくって、セットバックしてあれをつくるのに 30 年くらいかかりました。今回

のロータリークラブさんの提案というのは、役所的ではなくて非常にユニークで良いのですが、

外堀通りの下を地下化する場合には、山手通りの所で排気塔があるのです。あれが 50m くらいの

高さで、2km おきくらいにあるのかな。 

 

【首都高速道路(株)常務執行役員 安藤氏】45ｍの高さで、1～1.5km の間で一カ所。 
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【猪瀬委員】そういうことをロータリークラブさんご存じでやっているのかどうか。つまり、外

堀通りの下に今の都心環状を移したいというのであれば、そこに 1～1.5km おきに 45m の大きな塔

が建つのです。景観の問題でおっしゃっているなら、そうすると、環状 6号の場合、かなりセッ

トバックして相当広い歩道をとったから、表面の道路が 3 車線プラス、歩道だけで 2 車線近くあ

ります。そういうところで、排気塔が 45ｍの高さで立っているからあまり気にならないが、山手

線の外側ですから。山手線の内側で、そして外堀通りというのは、ある意味では非常に都心の本

当に中心です。そこに 45ｍのものが 1.5 ㎞おきに立つのであって、そのあたりが、おそらく想定

の中に入っていたかどうかということについて、考えておいた方が良いということを最後に時間

がないから、忘れてはいけないから、申し上げておきます。以上です。 

 

【石田副座長】今日も盛り上がりましたし、私は三宅座長から司会を代り私自身もあまり発言をす

る機会がなくて、三宅座長もこういう思いをしてこられたのだということで、これくらいで今日は

終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、今後の検討の進め方について事務局

より説明をお願いして、終了したいと思いますので、説明をよろしくお願いします。 

 

【事務局】お手元の資料6を基に説明をさせていただきます。資料6で今後の検討の進め方でござい

ます。今日の委員会のご議論の中でもご提案を頂いた所ではございます。8月以降で第5回の有識者

会議を予定しております。今までのデータ整理からいよいよ今後の首都高速道路の再生の将来像あ

るいはそれに向けた様々な留意事項を含めた提言、というものの整理をお願いができればと考えて

おります。私どもの方で必要な資料も準備させていただきますが、これからいよいよどういう形で

整理をしていけば良いのかということのご意見をまとめていければというふうに考えております。

基本的には首都高のご議論とも当然対応するところは一部ございますが、夏ごろには提言を取りま

とめさせていただければ幸いというところでのスケジュールでございます。以上でございます。 

 

【石田副座長】何か質問ございますか。ないようでございますので、これぐらいにしたいと思いま

す。司会の不手際で時間が超過いたしました。申し訳ございませんでした。これで事務局にお返し

します。 

 

【総務課長】長時間にわたりまして有意義なご議論ありがとうございました。本日の会議の内容に

つきましては、後日、委員の皆様に議事録の案を送付させていただき、御同意をいただいた上で公

開したいと思います。また近日中に速報版として簡潔な議事概要を国土交通省のホームページにて

公表いたします。なお、本日の会議資料はそのまま置いておいていただければ、追って郵送させて

いただきます。以上をもちまして、第4回首都高速の再生に関する有識者会議を終了いたします。

本日はありがとうございました。 
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